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     平成２７年度第１回行財政改革審議会会議録  

 

日   時  

   平成２７年６月１１日（火）午後２時～午後４時  

場   所  

   流山市役所第１庁舎４階  第１、２委員会室  

出席委員  

   籠委員、古内委員、野村委員、神田委員、  

   金子委員、髙櫻委員、梶間委員、  

   高橋委員、寺澤委員、森委員、廣田委員  

傍聴者  

   １名  

欠席委員  

   平野委員、平川委員、林委員、井田委員  

関係部署  

   逸見総務部次長  

寺沢ファシリティマネジメント推進室長  

事務局  

   山田総合政策部長（他の業務により欠席）、  

   渋谷行政改革推進課長、  

   中西行政改革推進課長補佐、梅田主任主事、竹中主事  

議題  

   公共施設等総合管理計画（案）について  

内容  

   別添議事録のとおり  

添付資料  

   平成２７年度  行財政改革審議会  「諮問書」 

   【資料１】流山市公共施設等総合管理計画（案）  

   【資料２】公共施設等総合管理計画（案）について（スライド）  
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議事録（概要）  

 

（寺澤会長）  

開会宣言  

はじめに、本日の進行について事務局から説明をお願いしたい。  

 

 事務局による説明  

＜配付資料＞  

 ・平成２７年度  行財政改革審議会  「諮問書」 

・【資料１】流山市公共施設等総合管理計画（案）  

・【資料２】公共施設等総合管理計画（案）について（スライド）  

・審議会スケジュール表  

・日程調整表  

・意見シート 

 

（寺澤会長）  

資料についてはよろしいか。それでは、所管課である財産活用課より

説明をお願いしたい。  

 

（財産活用課）  

～諮問書及び配付資料に基づいて財産活用課から説明～  

 

【説明終了後休憩】  

（休憩午後２時４０分  再開午後２時５０分）  

 

（寺澤会長）  

 それでは会議を再開する。  

資料に基づき、ただいま説明を受けたわけであるが、具体的にはア、

公共施設等の現状及び将来の見通し、イ、公共施設等の総合的かつ計画

的な管理に関する基本的な方針、ウ、施設類型ごとの管理に関する基本

的な方針について審議を行い、答申としては、流山市公共施設等総合管

理計画案について答申するということである。  
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このア、イ、ウの３つは管理計画案の１、２、３に対応している。こ

の順番に沿って、意見や質問を出していただきたい。  

私は説明を聞いて、流山市は施設が多くないが、高度経済成長期に造

られた施設もあるので、手を入れていかなければいけない。そういった

施設を壊すとか、取りやめるといった考え方を採らずに、改修などを行

い、長期にわたり大切に使っていくという計画だと感じた。  

まずは１つ目のテーマである「公共施設等の現状及び将来の見通し」

について意見や質問をお願いしたい。  

 

（野村委員）  

 流山市では、ＰＦＩ事業として小山小学校の建設を行ったが、その後

おおたかの森の小中併設校建設や、現在新体育館を整備しているが、そ

ちらではＰＦＩを行っていない。その理由を教えてほしい。  

 

（財産活用課）  

 小山小学校はＰＦＩ法に基づくＰＦＩとして整備した学校である。２

０年間の管理運営を事業の中でやってもらうなど価値あるプロジェクト

であるが、ＰＦＩ法に基づくＰＦＩは手続が多岐に渡り、また銀行との

直接協定などさまざまな複雑な要素が絡んでくる。  

 それに対して今回の小中併設校はＵＲ都市機構による建て替え施工と

いう制度を活用している。これも民間資金を活用するという点で、ＰＦ

Ｉである。総合体育館については、国の社会資本総合交付金を活用し、

必要な資金を工面している。そのように、事業ごとに棲み分けをしてい

る。  

 ＰＦＩ法に基づくＰＦＩが悪いというわけではなく、事業ごとに使い

分けをしている。  

 

（野村委員）  

 では、今後もＰＦＩも検討し、施設整備を行っていくということか。  

 

（財産活用課）  

 民間資金の活用という面ではそのとおりである。また、庁舎の照明や

空調などはＰＦＩに似た仕組みで改修している。  
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（野村委員）  

 それは、一昨年、ＥＳＣＯ事業の件で伺っているが、引き続きやって

いくということでよいか。  

 

（財産活用課）  

 そのとおりである。  

 

（森委員）  

 最終的な答申のイメージであるが、３つに大きく分かれたテーマに沿

って個別に議論し、断片的であってもそれぞれ盛り込んでいき、最後は

総合的にまとめていくといった形でよいか。  

 

（寺澤会長）  

 後で説明があると思うが、このテーマ以外にも諮問を受ける予定であ

るため、２回ほどこのテーマについては議論していきたい。進め方とし

ては、委員から出た意見を事務局でまとめていただき、計画案に反映し

ていくことと、意見シートも参考にしながら答申案をまとめていきたい。  

 私も一つ意見を述べると、計画案の１ページ目の目的だが、「自治体

経営・まちづくりと公共不動産が連携し」とあるが、これらが連携する

ことは基本的にあり得ないと考えている。概念と実態が連携するという

のはおかしいと考えるので、間に何か言葉を入れるべきである。  

 

（籠委員）  

 少子高齢化と言われていることから、どの自治体も公共施設はコンパ

クトにしている現状だと考える。  

そこで計画の１－６、長寿命化等による将来コスト推計の③で公共施

設の総量を５％削減とあるが、減らせる公共施設は何を指しているのか。  

 それは地域の実情によって違ってくると思うが、例えば小学校につい

ても、子どもの住んでいる密度が減少してくると、統廃合したほうが効

率はいいが、アクセシビリティの問題もあるため、効率だけの問題では

ないと考える。そうすると５％減らすとした場合、どういった施設をど

ういう考えのもとで減らしていくということを盛り込んでおかないと実

現可能性が見えないのではないか。  
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 もう一つは、公共施設のメンテナンスに係る費用だけを見て、今と同

等レベルだから大丈夫というのもよく理解できない。将来にわたって生

産人口が減っていけば当然歳入も減っていくも考えられる。歳入との関

係でどうなのか。  

 少子高齢化をテーマとするならば、今後減る歳出と増える歳出という

のがある。今後小中学校の統廃合がうまくできるのであれば、子どもに

係る費用がそれに当たると考えられるが。ただ、高齢者への福祉の実現

のため必要な施設もあり、ギャップが生じてくると考える。そういう意

味で費用が見えにくい点がある。よって他の歳出との関係性も明記する

必要があるのではないか。  

 

（財産活用課）  

 流山市においても平成３７年以降は人口が減っていく想定である。そ

れに合わせ、歳入も減っていくと考えられるが、この計画にはその点は

入れていない。よって人口減になった際には、この計画以上の努力が必

要となる。  

 ５％の削減については、単純にどの施設を廃止するという考えもでき

るが、施設を建て替える際、同じように建て替えるのではなく、面積を

見直して、例えば玄関部分が必要以上に大きければ、そういった部分を

圧縮するなどして削減できるかもしれないし、二つの施設を一つのとこ

ろで建て替えるとなると、全体の２０％から３０％を占めると言われる

施設のトイレや玄関など共用部分を二つの施設で共用化できるだけでも

面積の減に繋がると考える。そういったことをしていき、サービスを維

持しながらも面積を少しずつ削減していく。５％という数字はそういっ

たことに少し努力をプラスすれば達成できるものとして試算している。  

 他の財源との関係やサービスのことなども指摘があったが、この先、

社会の構図も大きく変わっていくと考えている。世代の交代もあり、必

要なサービスも変わっていくと考えられることから、この計画は１０年

という期間を設定しており、今の時点での単純な将来の見通しに留めて

いる。  

 

（森委員）  

 単純な試算とのことだが、こういう方法をとれば今の質を維持したま
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ま財政的にも今までの水準でやっていけるという点が計画全体の基本と

なると考える。５項目のうち、２番から５番については、なぜ５％の削

減なのかなどの根拠、ものの考え方を示さないと、全体としてこういう

計画でやるのだ、こういう推計に基づいて行うのが妥当であるといった

ことにならないのではないか。単に試算したらこうなったという議論で

は問題があると思う。  

 

（寺澤会長）  

 計画全体のトーンとしては、今ある施設は大切に使っていき、建て替

えや改修は行うけれども壊したり廃止したりということは避けようとい

うものだと考えるが、５％の削減というのが他の委員の指摘通り、気に

なる。期間などについては市の方針によると思うが、施設を減らすとい

う概念は持っていないにも関わらず、なぜ５％の削減なのか、どういう

根拠で何を減らすのかを盛り込んでおかないと、計画全体の統一がとれ

ないのではないか。また、理論上はということなら、理論的な説明をも

う少し入れておく必要があるのではないか。  

 関連しての質問だが、計画の８ページに総務省推計ソフトによる推計

結果とあり、今後４０年で年７３．６億円とある。また１１ページに一

般財団法人地域総合整備財団が提供するソフトでの試算で年５９．４億

円とあるが、ソフトが２種類あり、それぞれの数字の関係性、整合性は

どうなっているのか。  

 

（財産活用課）  

 分かりづらくて申し訳ないが、地域総合整備財団も総務省の関連の組

織であり、総務省のソフトと地域総合整備財団が提供するソフトは同じ

ものである。７３．６億円と５９．４億円の関連だが、７３．６億円に

ついては、この先公共施設やインフラにかかってくるであろうと推計さ

れる歳出の数字である。５９．４億円というのは、過去１０年間に流山

市が公共施設やインフラに投資してきた額である。この先はこの二つの

数字のギャップが課題となってくるという関連がある。  

 

（籠委員）  

 理解の仕方としては、現存の公共施設の耐用年数などを考慮し試算す
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ると年７３．６億円かかる。現在までの１０年間の年平均を見てみると

５９．４億円なので、かなりオーバーしてしまっているため圧縮するた

めの工夫が必要で、そのために耐用年数を伸ばすとか、二つの施設を一

緒に建て替えて全体面積を減らすなどして公共施設を５％減らすことに

よって、年間あたりの平均費用を３５．３億円として、今後も管理がで

きるということでよいか。  

 

（財産活用課）  

 そのとおりである。  

 

（野村委員）  

 数値で比較をしているわけであるが、比較のレベルに違いがあって、

片方は機械的に試算されている。過去のものと将来のもの、ソフトに入

力したデータについて、同じレベルの施設で試算したらこうだといわな

いと、単純に比較できないと考える。  

 これまでの１０年間の数値が基準だとしても、将来のものが同じ規模

であれば、地域総合整備財団のソフトによる試算が緩めに出るという解

釈もできる。  

 比較しているものが同じレベルではないといえるので、このソフトを

使用するのであれば、過去のものが同じベースで、このソフトを使用し

た試算がないと、認識にずれが生じるのではないか。  

 この財団のソフトは全国のデータから作成されたものだと考えるが、

市それぞれの特徴が必ずあると思う。その辺をきちんと説明しないとこ

の数字の根拠は何かということに引きずられてしまうと思う。  

 このソフトを使って他の自治体も試算して、こういう実績があるとか

このソフトの精度がある程度示されているのならいいと思うが。  

 

（森委員）  

 こういうソフトの妥当性は極めて疑問であり、ソフトの組み上げ方に

よって実態と離れてしまうといったことは良くある。むしろソフトを使

用せずに、数字の積み上げをした方がいいと感じる。  

 

（財産活用課）  
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 機械的に算出するソフトなので、物理的に出来る範囲と出来ないもの

がある。参考とさせていただきたい。  

 

（寺澤会長）  

 過去のデータというのは、どういった形で整理されているのかにもよ

るとは思う。  

 

（古内委員）  

 消防施設では、例えば何分以内に到着できるように設置するなど、明

確な指標があると思うが、その他の施設については、基準として、少子

化、高齢化が進んでいく中で、この地域にはこの施設が必要だといった

ものについては、今点在している施設で大丈夫なのかという点が分かり

づらいと感じた。基準があれば、今後地域に足りない施設や廃止する施

設を検討する上で説明が付くのではないかと感じた。施設を有効活用し

ていく上では、そういった方針があってもいいのではないか。  

 

（金子委員）  

 ５％の削減というのは本当に可能か。住民が居住しているところで、

福祉施設や有事の際の避難所などがあり、歩いていける距離になければ

高齢者などは行くことができない。二つの施設を一つにするといっても、

移動距離が長くなってしまう。そういうことを考えると、高齢化社会を

迎え、５％の削減は可能なのか。  

 

（財産活用課）  

 いざという時、災害時の避難所などは大切であり、避難所として良く

利用されるのは学校の体育館である。そこで流山市のこの計画では、学

校については統廃合しないとしている。また、それ以外の施設について

は、例えば３つあった機能を２つの施設に集約することや民間に代替え

してもらうという方法が考えられる。  

 保育所では公立で今まで８か所あったものが５か所になったり、幼稚

園は公立が１園のみである。そのように民間にできるものは民間にお願

いしている。市が持っている公共施設の面積は削減してもサービス水準

は変わらない。先ほどから５％について、ご意見をいただいているが、
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その５％をどのように作り上げていくかが重要と考える。冒頭に申し上

げた単純な施設総量からの削減をしないというのは、その点を意識して

いる。  

 現在旧第３庁舎を民間に貸付けし、その貸付料で本庁１階の窓口環境

を整備するという事業を行っているが、その事業によっても５００㎡分

市の施設面積から外すことが出来ている。これも公共施設面積削減の手

法である。こういった小さな努力を真面目に出来るか否かが、最終的に

５％の削減につながるものと考えている。  

 

（金子委員）  

 加地区にある旧水道局を民間駐車場として貸し付けたのも市の施設面

積削減のためか。  

 

（財産活用課）  

 あちらについては、市が所有権を持ったまま、運営は商工会議所にお

願いしている。お金の面での理由もあるが、メインは本町の活性化の目

的である。財産も使わなければもったいないので、歳入を得られるもの

やまちづくりや地域の活性化に使えるものは積極的に活用していきたい。  

 

（寺澤会長）  

 １ページの下段に「平成２５年度に策定した流山市ＰＲＥ活用に関す

る基本方針に位置付けられたＰＲＥ推進指針と同等の計画として取り扱

う」とあるが、これと本計画との関連性はどういうものか。  

 

（財産活用課）  

 平成２５年度に策定した基本方針は、流山市の公共施設の総量に対し

て、４つの用途である庁舎、消防、学校、供給処理施設については、こ

の先も市として主要な施設や用途であり、重点投資の対象としていく。  

 それ以外の公の施設は、状態のいいものから順に重点投資をしていこ

うということを記載している。  

 この方針に基づいてひとつひとつ施設評価をすることを考えていたの

だが、総務省から総合管理計画の策定について要請があったので、似て

いる部分もあることから、こちらで代用することとした経緯である。  
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（森委員）  

 一番最初の出だしで、流山市の公共施設は全国平均の半分という記載

があるが、これはいいことなのか。なぜそうなったかという説明も、バ

ブル期に施設を造らなかったということだが、他の市は無駄な施設が多

くて、流山市は先見の明があって、無駄は少なく、住民サービスは十分

賄えているという認識でよいか。  

 

（財産活用課）  

 確かに施設が少ないことは、物理的にかかるコストが少なくてすむの

で、有利である。流山市は特殊な要件があって東京から非常に近く、ま

ちそのものがコンパクトである。  

 例えば離島を多く抱える自治体では、民間では絶対にペイしないが、

それぞれの離島に診療所を設置しなければ、生活を守ることはできない。

公共が持たないと住民の生活が成り立たないためである。それだけで住

民一人当たりの施設面積は相応のものが出てきてしまう。  

 

（森委員）  

 首都圏近郊の市は、流山市と同様な傾向にあると考えてよいか。  

 

（財産活用課）  

 その中でも流山市は比較的少ない。２３区と同レベルである。そうい

った面では非常に有利であると言える。  

 

（寺澤会長）  

 次に第２のテーマである「公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関

する基本的な方針」についてご意見や質問はないか。  

 

（森委員）  

２－４に「本市のＦＭの特徴であるできるところから・・」と記載があ

るが、出来るところからではなく、重点施行、つまりやることは非常に

難しいけれど、重要なのでそこから手を付けていくといった点との兼ね

合いはどうか。  
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（財産活用課）  

 現在も困難なプロジェクトも手掛けている。一方で短期的に例えば毎

年３００万円削減できるものがあれば、実行していくのも大事で、その

点ができることからやっていくということである。  

 計画期間を１０年間としているが、見直しをするとしたら、同時並行

で森委員が言われるような大きなプロジェクトが進むようであれば、変

更するかもしれない。  

 

（寺澤会長）  

 「単純な施設総量に関する数値目標を設定しない」とあるが、それも

今の説明と関連しているのか。  

 

（財産活用課）  

 これは流山市の大きな特徴になると思うが、この課題に対し、お金の

ことが一番大きな問題となると考える。小さな努力で年間１億、２億削

減できれば、１施設、２施設を守ることができるかもしれない。そうい

った余地は流山市の中でまだまだあるだろうと思うし、そういうプロジ

ェクトも数多く手掛けている。それでどうしても足りなければ総量の問

題に切り込まざるを得ないと考えている。あえて今の段階では総量を先

に考えない計画としている。  

 

（寺澤会長）  

施設総量の問題は数年後に大きな問題として出てくるということはな

いか。  

 

（財産活用課）  

 何もしなければ出てくるし、１０年後、人口が頭打ちになり、人口が

減少してくると歳入も減り、何もできなくなってしまう可能性がある。  

 機能を集約するにしても一時的にはお金がかかる。  

 今の時点から本気で手を付けて出来ることをやっていかないと手遅れ

になってしまうと考える。手遅れにならないよう出来ることを最大限や

っている。  
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（寺澤会長）  

 少子高齢化で市の財政も苦しくなっていく中で、維持をして管理をし

て、機能集約するということが出来るのか。計画案の中ではあえて壊し

たり廃止したりには触れていないが、触れなくても２０年、３０年と今

後運営が出来るのか。  

 

（財産活用課）  

 総量の問題に一切触れず、２０年、３０年と運営していくことは出来

ないと考える。今回の計画は１０年としているが、この先で個別施設計

画を策定していく中で、もう少し長い期間を見ないといけないので、そ

の時にどこの施設でどういう工夫をし、どれだけ面積を削減するなど、

具体的な話に入らざるを得ないと考えている。  

 今の段階から施策の状況を見て、ここは利用状況が悪いので、廃止し

ましょうという方法もあるが、それは市民に対し、あまりに安易であり、

失礼である。まだ出来ることがあるわけなので、まず工夫をし、切り詰

められるところは切り詰めてからの話だと考えている。  

 

（寺澤会長）  

 この管理計画と先ほど話に出た個別の施設計画の時間的なスパンはど

の程度だと考えているのか。  

 

（財産活用課）  

 この総合管理計画は平成２８年度末までにすべての自治体で策定する

よう総務省から指示が来ている。個別施設計画は平成３２年度末までに

それぞれの用途に沿った計画を策定するよう言われているが、個別施設

計画に関する正式な通知は来ていないため、目安として捉えている。  

 

（寺澤会長）  

 平成３２年度末までには、学校の廃校やインフラについてなどドラス

ティックなことも盛り込むのか。  

 

（財産活用課）  

 学校について廃止はしない方針である。インフラについても震災の状
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況を見ても重要で、道路、上下水道、橋などは生命、財産に一番大きく

関わるので、単純になくすというものはないと考える。最初に取り掛か

るのは公の施設である。  

 

（廣田委員）  

 ２番以降の基本方針にも更新年数を何年とするなど盛り込むべきでは

ないか。  

 

（財産活用課）  

 個別の中身については、この計画にはないが、先行して学校の個別施

設計画を作り始めている。学校については文部科学省の手引きを準用し

て８０年という試算をするということで準備を進めている。  

 

（廣田委員）  

 個別施設計画の中で更新年数などを入れることとし、この全体的な計

画の基本的方針では盛り込まないということか。  

 

（財産活用課）  

 個別施設計画における将来コストの細かい積み上げが出来た後に、こ

の計画へと立ち返り、推計が良かったのか検証したい。  

 

（梶間委員）  

 「民間にできることは民間に」というが、直営でやっていくものにつ

いてはどのようにイメージしているのか。  

 

（財産活用課）  

 サービスの提供の在り方として、直営でやるのか、指定管理者でやる

のか、完全に民間なのか、施設ごとに、サービスごとに検討する必要が

あると考える。この計画では民間で出来るサービス、代替がすぐに利く

サービスについては、民間にということで、計画の方針と併せて記載し

ている。市が自分たちできっちりやっていかないといけないものについ

ては維持していきたい。  
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（寺澤会長）  

 ここまで委託等を行ってきて、もうこれ以上民間にお願いすることは

あるか。  

 

（財産活用課）  

 公の施設についてはかなり指定管理者制度を導入している。それ以外

の分野では昨年から市営住宅の管理業務を民間にお願いしている。浄化

槽や電気工作物の保守管理業務委託など職員が一つ一つ発注していたが、

今は４６施設分をまとめて一つの契約を締結している。職員が行ってい

た業務の中でも民間にお願いしたりしており、そこは創意工夫と民間と

の連携だと考える。  

 

（高橋委員）  

 指定管理者は市からお金をもらい管理しているため、自主事業などで

なかなかお金を稼げない。例えば福祉会館では貸館をしているが、利用

料はとっていない。福祉事業なので利用料が取れないというのも分かる

が、利用者はそこを利用しているわけで、一定のお金が取れるようにな

れば管理する上で、指定管理料が減らせるのではないかと考える。  

 

（財産活用課）  

 福祉会館も高齢者に利用を限定しているわけではない。市民ならどな

たでも利用できる。同じ集会施設を使用するにしても公民館では有料、

福祉会館では無料ということで矛盾も生じてくるので、計画では福祉会

館の有料化は記載していないが、「効率的な経営方策を模索していく」

というところで、この先の検討課題になると考える。  

 

（高橋委員）  

 指定管理を導入するのであれば、ある程度の規制はあってもその法人

等にもっと任せてもいいのではないかと考える。  

 

（財産活用課）  

 ＰＦＩ法の中でも事業運営権（コンセッション）という制度が新たに

出来て、市が公共施設の所有権を持ったまま、運営については民間に任
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せるというもので、使用料をいくらにするなど割と自由に決められる。

そういう制度が浸透してくれば、民間の自由度も増すと考える。  

 

（事務局）  

 補足すると、公共施設の使用料の設定にあたっての基本方針があり、

その中で現在は福祉会館については使用料を取らないとしている。ただ

し基本方針そのものが３年ごとに検証して見直すとなっているため、福

祉会館についても検証して見直すことは考えられる。  

 

（寺澤会長）  

 １８ページ以降の第３のテーマ、「施設類型ごとの管理に関する基本

的な方針」とあるが、個別の施設について意見はあるか。  

 

（高櫻委員）  

 削減とは反対のこととなるが、保健センターの駐車場が非常に狭く、

効率的ではない。医師会としては保健センターの部屋の増築等の要望も

している。  

 

（財産活用課）  

 保健センターの件については、財産活用課でも伺っている。なんでも

小さくしていくということではなくて、例えば小学校なども児童、生徒

数が相当伸びているので、毎年増築している。この先も投資をすべきと

ころには投資をしていくことが大切であり、そのバランスを見るのが自

治体経営だと考える。  

 

（神田委員）  

 流山市は人口が伸びており、計画の２３ページにあるクリーンセンタ

ーやエコセンターなどの稼働がパンクしてしまうことを心配している。

また、若い３０代、４０代が増え、今は駅前保育ステーションなどを活

用しているが、その子供たちが大きくなると、計画の３２ページにも記

載があるが、今度は学童の需要が大きくなると考える。ただ学童だけで

フォローもできないと考えており、子ども教室の整備など積極的に、魅

力あるまちづくりとして打って出る必要はあるのではないか。ゆうゆう
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大学の６０代、７０代の豊富な人材に子ども教室などで子どもたちに教

えていただくなど、システム化することで魅力あるまちづくりにつなが

るのではないか。  

 

（財産活用課）  

 施設総量を減らすことがゴールではなくて、明るい未来をどう築くか

というのがこの問題のゴールだと考えている。放課後子ども教室なども

学校と物理的に利用時間が重ならないようになど、そういう点も考慮し

検討していくべき問題だと考える。  

 

（森委員）  

 施設や機能の拡充も総合管理計画のテーマなのか。  

 

（財産活用課）  

 そこまでの話はこの計画では盛り込まれていない。  

 

（寺澤会長）  

 それでは、質疑応答及び意見交換はここまでとしたい。  

 今年度の審議スケジュールについて、事務局からお願いしたい。  

 

（事務局）  

 審議スケジュール表をご覧いただきたい。  

 今年度は、本日議題とした諮問のほかに、もう一つの案件について、

諮問をさせていただきたいと考えている。審議の進捗状況により、回数

の変更があることもご了承願いたい。  

 第２回審議会については、７月１日を開催日として引き続き本日の諮

問事項である流山市公共施設等総合管理計画（案）について、ご審議い

ただきたい。また、本日及び意見シートでいただいた意見等をまとめ、

答申書の案をお示しし、そちらについても議論いただきたい。  

 ３回目以降については、８月の下旬に第３回審議会を開催していただ

き、もう一つの諮問を行いたいと考えている。もう一つの諮問事項につ

いては、行財政経営戦略プランに関するものを予定している。  

１０月の下旬に第４回審議会、１１月の中旬に第５回審議会を開催して
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いただき、この辺りで答申に向けた審議をしていただきたい。また、答

申書の案もこの回にはお示ししたいと考えている。１２月の中旬に第６

回審議会を開催していただき、引き続き答申案について議論いただきた

い。１月上旬には正副会長会議を開催し答申書の最終確認を行い、その

後、答申の手交式をとり行いたいと考えている。  

 以上が今年度の本審議会の開催スケジュールの見通しである。  

 

（寺澤委員）  

 次回は７月１日午後２時からということでご了承いただきたい。  

その他に特になければ、以上をもって第１回行財政改革審議会を終了

とする。  

 

 

平成２７年６月１１日  

流山市行財政改革審議会  

会長  寺澤  眞  

 



第１回流山市行財政改革審議会次第  

 

 

平成２７年６月１１日（木）  

午後２時～  

第１庁舎４階第１・２委員会室  

 

 

 

（１）平成２７年度諮問事項について  

  諮問事項：公共施設等総合管理計画（案）について  

 

   ①、諮問事項に関する担当課からの説明  

   ②、質疑応答及び意見交換  

   ③、その他  

 


















































































